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令和８年度多様な視点での防災推進講演会及び 

体験型防災フェスタ業務委託仕様書 
 

１ 件 名 

令和８年度多様な視点での防災推進講演会及び体験型フェスタ業務委託 

 

２ 適用範囲 

本仕様書は、大分県（以下「県」という）が発注する「令和８年度多様な視点での防

災推進講演会及び体験型フェスタ業務委託」（以下「本業務」という）を受託する者（以

下「受託者」という）の業務について、必要な事項を定めたものである。 

 

３ 業務の目的 

（１） 多様な視点での防災推進講演会 

   男女のニーズの違いや高齢者・障がい者・ペット同伴避難者等など多様な生活者の視

点に配慮した防災について、幅広い県民に興味・関心を持ってもらい、個人や家庭、地

域でできることを考え、実践してもらう。 

（２） 体験型防災フェスタ 

幼児・学生及び保護者、一般県民（（１）の取組にて対象とする多様な生活者を含む）

の体験型防災コーナーにおける体験や学習を通じ、防災に興味を持ち、家庭や地域に防

災知識や意識が普及する防災文化を育む。 

 

４ 履行期間 

契約締結の日から令和８年３月１９日（金）までとする。 

 

５ 業務の内容 

（１）令和８年度多様な視点での防災推進講演会及び体験型防災フェスタの開催 

  ①日時 

    時期 令和８年１２月２６日（土） 

    時間 ９時から１７時の間 

  ②場所 

    ゆめタウン別府（別府市楠町 382-7） 

    使用可能区画は、別添１のとおり。 

  ③事業の内容 

   （ア）講演会 

   ・ゲストによるトークライブやゲストや講師によるトークセッション 

   ・防災分野において活躍している多様な生活者（団体含む）による活動報告 

   （イ）体験型防災フェスタ 

・ワークショップや体験コーナーの設置・運営（運営は、大分大学及び別府市ブース

を除く） 

※（ア）（イ）を想定しているが、進行・企画内容ともに、より効果的なものとなるよ

う検討し提案すること。 

④業務概要 

   ・講演会及び体験型防災フェスタ（以下、「講演会等」という。）の企画・進行・ 

運営に関すること 

   ・講演会の講師、ゲスト、活動報告を行う多様な生活者(団体含)等の選定、依頼に関



すること 

   ・会場の準備、後片付けに関すること 

   ・使用する機器の準備、後片付けに関すること 

・講演会等参加者へのアンケートの作成・収集等に関すること 

  ⑤広報及び参加者の募集 

   ・講演会等の広報に関すること 

   ・必要に応じ、講演会等参加者の事前募集（整理券配布等を含む）及び決定に関する

こと 

  ⑥業務の詳細及び補足説明 

  （ア）日程に関すること 

    ・対象者が参加可能な時間帯に設定すること 

  （イ）講演会の内容に関すること 

    ・手話通訳を行うこと 

    ・講演会を１階「ゆめ広場」で実施する場合、１回につき 100 席程度配置可能。 

     （別添「防災イベント 貸出可能備品リスト」のステージ 10台を使用した場合） 

    ・講演会のパンフレットを作成し、講演会の参加者に配布すること 

・大分県が所有する防災啓発用パネル（Ａ１、１１枚）、のぼり（５本）の展示を行 

うこと 

    ・講演会の企画は、県と協議し決定すること 

  （ウ）講演会の登壇者等に関すること 

    ・ゲストを交えたトークセッションやトークライブを実施する場合において、ゲス

ト及び講師は、次の条件を満たすこと。 

ゲスト：ＳＮＳやメディアで活躍し、対象者に影響力がある人物であること。 

また、防災に関する活動を行っている又は大分県にゆかりのある人物

であること。 

            講 師：地震・津波などの災害対策に関する有識者であること          

    ・防災分野において活躍している女性の活動報告を行う場合、報告者の選定にあた

り、受託者が県に提案し、協議の上決定すること 

・司会及び手話通訳は、過去に実績を有すること 

    ・講師等の選定にあたっては、県と協議し決定すること 

  （エ）講演会の開催方法 

    ・現地開催を基本とすること。 

※動画配信サービス（YouTube）や Zoom などで同時配信を行うことも可能とする。 

 この場合、配信等について講師等の了承を得ること。 

  （オ）機器等に関すること 

    ・講演会で必要なパソコン（カメラ等の周辺機器を含む。）及び通信環境を準備する

こと 

    ・別添の備品は、会場から借用可能である 

  （カ）体験型防災フェスタに関すること 

    ・楽しく取り組むことができ、かつ、家庭への防災意識の普及に繋がるワークショ 

ップや体験コーナーを設置すること 

    ・災害時の備蓄品や災害時に役立つ知識等を学習できる内容とすること 

    ・防災に取り組む企業や団体の参加を募ること



 

・上記のほか、以下のブースを設置すること。 

ブース名 運営者 備考 

地震動シミュレーター

（地震ザブトン）体験 

CERD 配置場所は、別紙図面Ａ・Ｂ以外の場所と

すること、 

ぼうさいかるた CERD  

ドローンシミュレーター CERD  

ブロックプログラミング CERD  

防災 VR 体験 大分県・CERD VR 機器は県が準備 

非常持出品展示・体験 別府市  

 注）CERD：大分大学減災・復興デザイン教育研究センター 

・原則として、各ブースに机２台、椅子６脚を配置すること。 

・ブース設置に際しては、防火シャッターの作動の支障とならないよう留意するこ

と。 

・講演会及び各体験ブースの周遊を促す取組（スタンプラリーなど）を行うこと。 

    ・体験型防災フェスタの企画は、県と協議し決定すること 

  （キ）円滑な運営体制の確保に関すること 

    ・来場者からの苦情等については、現場スタッフ任せにせず、対応する責任者を配

置し、現場からの報告・県担当者との対応協議・現場への対応指示ができる体制

を構築すること。 

・買い物客の往来の阻害防止など、使用スペースの適正利用に必要な誘導等のスタ

ッフを確保すること。 

  （ク）広報及び募集に関すること 

    ・ＳＮＳ、情報誌、チラシ、ホームページなどを活用し、参加者が十分集まるよう

な効果的な広報を行うこと 

    ・大分県内の多様なメディアに、本件取組が取り上げられるよう、調整等を行うこ

と 

（２）上記に付属する業務 

 ① 業務に要する経費（会場等の使用料、印刷物等の作成料、講師等登壇者の報償費・旅

費等、イベントで使用する物品に係る料金、大分大学減災・復興デザイン教育研究セ

ンターの参加に必要な経費（70 万円（消費税相当額を含む））を負担すること 

 ② 業務の進捗を必要に応じて報告すること 

 ③ その他、講演会等の運営に関して必要なこと 

 

６ 業務委託の目的物 

（１） 受託者が県に納品する本業務の目的物（以下「成果物」という）については、以下の 

とおりとする。 

① ＣＤ（チラシ、イベントの素材及び写真、ｱﾝｹｰﾄ結果、③のﾃﾞｰﾀ） １部 

② イベントで使用した素材 １式 

  ③ 上記①のデータ等の一部を紙媒体により可視化した業務報告書 １部 

 

７ 著作権に係る留意事項 

（１）本業務の実施に伴い、受託者が新たに制作・取得した成果物及び素材等のすべてに係 

る著作権は県に帰属するものとする。受託者は県に無断でこれらの使用、貸与及び公表 

等を行ってはならない。また、受託者は、成果物その他本業務の実施の過程で制作・取 

得したすべての成果物及び素材等について、著作者人格権を行使しないものとする。 



（２）本業務の実施に伴い、受託者又は第三者が権利を有している素材等を用いる場合は、 

映像の二次利用を含め、当該著作物の使用に関する費用の負担を含む著作権処理等を必 

ず行うこと。 

（３）受託者は、本業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場 

合には、当該紛争の原因が専ら県の責に帰する場合を除き、自らの責任と負担において 

一切の処理を行うものとする。 

 

８ その他 

（１）契約締結後、本業務のスケジュールについて明確かつ詳細に作成すること。（様式自由） 

（２）成果物については、データ及び紙媒体等で県に確実に納品すること。 

（３）専任の担当者を配置し、県との打ち合わせ等に担当者を出席させること。また、電話

やメール等にて迅速且つ確実に連絡が取れる体制を整えるとともに、県から要請があっ

た場合には、速やかに担当者を派遣すること。 

（４）本仕様書に定めのある事項について疑義が生じた場合、本仕様書に定めのない事項又

は審査委員会で選定された企画提案等の内容の修正等については、必要に応じて県と受

託者の協議により、解決するものとする。 

（５）本業務の実施にあたっては、関連する法令等を遵守するものとする。 



（別添） 

防災イベント 貸出可能備品リスト 
    

名前 サイズ（縦*横）ｍｍ 台数 画像 

長机 450*1800 10 

 

折畳椅子   30 

 

パーテーション 
1250*1800 

(白のボード面） 
10 

 

ステージ 1200*2400 10 

 

イベント用椅子   80 
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